
ビワイチの日２０２３
協賛制度のご案内

滋賀プラス・サイクル推進協議会事務局
滋賀県商工観光労働部観光振興局 ビワイチ推進室

電 話：077－528-3746 メール：biwaichi@pref.shiga.lg.jp

ビワイチの日HP
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「ビワイチの日２０２３」への
応援のお願い

滋賀県は、令和４年４月１日にビワイチ推進条例を施行し、11月３日をビワイチ
の日、同日から11月９日をビワイチ週間としました。

ビワイチの日、ビワイチ週間の中では、官民連携によるさまざまなイベントを実
施しておりますが、このような取組を今後も継続的に展開していくためには、取組
の趣旨にご賛同いただける企業等のスポンサー様のお力添えが必要であると考えて
おり、取組に際してのご協賛を募集しております。

ご協賛いただきました企業様については、各種メディアにおいて広く広報してい
くことを予定しておりますので、企業様の知名度アップや地域貢献のPRの場として
ご利用いただけます。ぜひ、ご協賛について、ご検討いただけますと幸いです。

前年度の実績

計 3,008人 

 行 事 名 参加者数 

 

 

県 

記念ライド（11/3） 23人 

式典（11/3） 137人 

エイドステーション（11/5、11/6） 836人 

小  計 996人 

 

市 

 

町 

大津サイクルフェスタ（11/5） 476人 

びわこ草津グルメライド（11/6） 300人 

東近江市デジタルスタンプラリー（10/8～11/6） 267人 

日野町デジタルスタンプラリー  （9/22～11/13）  771人 

米原市デジタルスタンプラリー  （10/1～11/27） 198人 

小  計 2012人 

前年度は、県内外の21社の企業様から協賛
をいただきました。
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「ビワイチの日２０２３」の
協賛の特典メニュー

特典内容

区分 ※１

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

5万円以上
10万円未満
または役務

(※2)

10万円以上
30万円未満

30万円以上
50万円未満

５０万円以上
１００万円未満

１００万円以上
２００万円未満

２００万円以上
その他
（※3）

1 ウェブサイト、協賛ボードへの社名ロゴ掲載（小） ● ●

2 ウェブサイト、協賛ボードへの社名ロゴ掲載（中） ● ●

3 ウェブサイト、協賛ボードへの社名ロゴ掲載（大） ● ●

4 ウェブサイト、協賛ボードへの社名ロゴ掲載（特大） ●

5 ビワイチサポート企業としての呼称使用権 ● ● ● ● ● ●

6 エイドステーションでのチラシ等の配架 ● ● ● ● ● ●

7 エイドステーションでの企業紹介動画の放映 ● ● ● ● ●

8 ウェブ版滋賀県広報誌への企業紹介記事の掲載 ● ● ● ● ●

9 ★パンフレットへの社名掲載 ● ● ● ●

10 ビワイチアプリのPUSH通知のお知らせ配信 ● ● ●

11 ★ビワイチの日のプレスリリース時に紹介 ● ● ●

12 ★エイドステーションでのブース出展 ● ●

13 サポートカーのフロントマスクへの企業名の掲出 ● ● ●

14 サイクルステーションでの応援PR ● ● ●

15 ★感謝状贈呈式の実施（記者発表） ● ●

16 ★滋賀県庁のショーウインドーでの企業紹介 ● ●

17 ★県民サロンでの企業紹介 ● ●

18 ビワイチサポート企業の紹介冊子への掲載 ● ● ●

19 エイドステーションのフォトスポットへの社名ロゴ等掲載 ●

20 ★エイドステーションのネーミングライツ ●

ビワイチの日、ビワイチ週間に協賛いただきました企業様の特典メニューとして、
以下の項目を考えております。

※１ 現物による協賛の場合、市場価格により現金換算した相当額を協賛金額とさせていただきます。
〈提供の例〉啓発グッズ／飲料水／スナック・補給食／除菌用品／スポーツタオル／

自転車の貸与 等

※２ 役務での協賛の場合、上記特典表によらず、協賛いただいた役務の特性に応じて、
特典を相談できる場合があります。
〈提供の例〉電車、バス等への広告掲載／TV、ラジオ・新聞広告枠の提供 等

※３ 今年度の協賛制度において、区分③～⑥に該当し、かつ、過去３年以上にわたって、
ビワイチの取組に寄付・協賛いただき、その合計額が100万円以上である場合が該当します。

※４ 上記で★印の付された特典を受けたい場合、7月31日（月）までにお申し込みください。
その他の場合は、９月29日（金）まで受付を行っています。
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「ビワイチの日２０２３」
協賛の特典メニューの詳細

１～４、ウェブサイト、協賛ボードへの社名ロゴ掲載

協賛金額に応じて、小・中・大・特大サイズにて、ビワイチの日の
ホームページおよび協賛ボードへの社名ロゴの掲載を致します。協賛
ボードは、エイドステーション等に設置する予定です。

５、ビワイチサポート企業としての呼称使用権

「ビワイチサポート企業」として各種媒体で呼称していただけます。
使用期限は、2024年３月31日までとなります。

６、エイドステーションでのチラシ等の配架

ビワイチ週間の11月3日～5日に開設するエイドステーションでは、
飲料や補給食を配布したり、アンケートを実施したりします。その際
の受付テントにて、企業様のチラシなどを配架させていただきます。

７、エイドステーションでの企業紹介動画の放映

６と同様にエイドステーションの受付テントにて、企業様の紹介動
画の放映を致します。

８、ウェブ版滋賀県広報誌への企業紹介記事の掲載

滋賀県では、紙媒体の広報誌の他、公式LINEとも連動しているウェ
ブ版の滋賀県広報誌を公開しています。そちらのウェブ版滋賀県広報
誌の中で、企業様について、社名や社名ロゴ、応援メッセージなどと
ともに、ビワイチの取組を応援してくださっている企業様として紹介
させていただきます。記事の内容については、相談できます。4



「ビワイチの日２０２３」
協賛の特典メニューの詳細

９、パンフレットへの社名掲載

ビワイチの日のパンフレットに社名を掲載します。パンフレットは、
２万部を発行し、県内外に設置する予定です。

10、ビワイチアプリのPUSH通知のお知らせ配信

「ビワイチサイクリングナビ」アプリの利用者（アクティブユー
ザー約12,000人／年）に対して、PUSH通知を通じて企業様がお知らせ
されたい内容（製品、サービスの紹介、イベント情報など）を令和５
年度内に１回配信できます。

11、ビワイチの日のプレスリリース時に紹介

ビワイチの日のイベントについてのプレスリリースを記者会見にて
行う際に、企業様がビワイチを応援してくださっている旨を紹介しま
す。

12、エイドステーションでのブース出展

エイドステーションにて、ブース出展していただけます。出展内容
については、パンフレットなどで広報させていただきます。
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「ビワイチの日２０２３」
協賛の特典メニューの詳細

13、サポートカーのフロントマスクへの企業名の掲出

ビワイチの日の記念ライド等で出動させるサポートカーのフロント
マスクに企業名を掲出致します。

14、サイクルステーションでの応援PR

米原駅と大津港には、レンタサイクル店があり、ビワイチのサイク
ルステーションとして、多くの方に利用していただいております。
それらのサイクルステーションにて、10月頃から11月９日まで企業

様が応援してくださっている旨の記載のある卓上サイズのパネルや壁
掛けパネルなどを設置し、ビワイチを応援してくださっている企業様
として、PRさせていただきます。

15、感謝状贈呈式の実施（記者発表）

ビワイチの取組に協賛いただいた企業様に感謝状を贈呈させていた
だきます。その際、記者発表の場を設定させていただきます。

大津港サイクルステーション米原駅サイクルステーション
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「ビワイチの日２０２３」
協賛の特典メニューの詳細

16、滋賀県庁のショーウインドーでの企業紹介

９月１日から11月９日までの期間に滋賀県庁の来客者向けに滋賀県
の施策などをPRしているショーウインドーにおいて、社名や社名ロゴ、
応援メッセージなどとともに、ビワイチの取組を応援してくださって
いる企業様として紹介させていただきます。

17、県民サロンでの企業紹介

10月２日から11月９日までの期間に滋賀県庁の本館１階の県民向け
に開放されている休憩および情報発信スペース「県民サロン」におい
て、社名や社名ロゴ、応援メッセージなどとともに、ビワイチの取組
を応援くださっている企業様として紹介させていただきます。

20、エイドステーションのネーミングライツ
４箇所設置するエイドステーションの名前を決めていただけます。

エイドステーションは、下記４箇所を予定しております。※本特典は、
先着順となります。

①道の駅湖北みずどりステーション
②道の駅しんあさひ風車村
③湖岸緑地南三ツ谷公園
④ピエリ守山

18、ビワイチサポート企業の紹介冊子への掲載

ビワイチの日の実績紹介の冊子と併せて、ビワイチサポート企業と
して、企業様のビワイチの取組への想いやメッセージについて紹介す
る冊子を作成します。

19、エイドステーションのフォトスポットへの社名ロゴ等掲載

エイドステーションに設置するフォトスポットへ社名ロゴ等を掲載
します。掲載する内容は、社名ロゴ以外に企業様のマスコットキャラ
クターなどが掲載できます。
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「ビワイチの日２０２３」への
協賛のお申し込みについて

フリガナ
貴企業・団体名

フリガナ
代表者御芳名

御住所 〒

御担当者連絡先

部署名

御芳名

電話番号

F A X

E - m a i l

協賛金額 円

協賛の特典について
（希望されない場合はチェックをお願いします。）
□協賛の特典を受けることを希望しません。

「ビワイチの日2023」協賛申込書

令和 年 月 日
滋賀プラス・サイクル推進協議会事務局

（滋賀県商工観光労働部観光振興局ビワイチ推進室内）行
（FAX 077-528-4877）

「ビワイチの日2023」の趣旨に賛同し、下記のとおり協賛を申し込みます。

・協賛依頼書の送付期限： 年 月 日 まで
（当方から協賛依頼書・請求書をお送りしますが、期限がある場合にご記入ください。）

•振込予定日： 年 月 日 ごろ

〔協賛申込書送付先〕
滋賀プラス・サイクル推進協議会事務局
（滋賀県商工観光労働部観光振興局ビワイチ推進室内）
協賛担当中嶌
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号
TEL：077-528-3746 FAX：077-528-4877 E-mail：biwaichi@pref.shiga.lg.jp
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「ビワイチの日２０２３」への
協賛のお申し込みについて

「ビワイチの日2023」物品協賛申込書

令和 年 月 日
滋賀プラス・サイクル推進協議会事務局

（滋賀県商工観光労働部観光振興局ビワイチ推進室内）行
（FAX 077-528-4877）

「ビワイチの日2023」の趣旨に賛同し、下記のとおり物品協賛を申し込みます。

〔協賛申込書送付先〕
滋賀プラス・サイクル推進協議会事務局
（滋賀県商工観光労働部観光振興局ビワイチ推進室内）
協賛担当中嶌
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号
TEL：077-528-3746 FAX：077-528-4877 E-mail：biwaichi@pref.shiga.lg.jp

フリガナ
貴企業・団体名

フリガナ
代表者御芳名

御住所 〒

御担当者連絡先

部署名

御芳名

電話番号

F A X

E - m a i l

協賛内容

物品の名称

形 態 （提供、貸与等）

数 量

現金換算相当額 （御見積金額等）円

協賛の特典について

（希望されない場合はチェックをお願いします。）
□協賛の特典を受けることを希望しません。

※お手数ですが、現金換算の都合上、御提供を予定されている物品の見積書を添付ください。
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「ビワイチの日２０２３」への
協賛のお申し込みについて

「ビワイチの日2023」役務協賛申込書

令和 年 月 日
滋賀プラス・サイクル推進協議会事務局

（滋賀県商工観光労働部観光振興局ビワイチ推進室内）行
（FAX 077-528-4877）

「ビワイチの日2023」の趣旨に賛同し、下記のとおり役務協賛を申し込みます。

〔協賛申込書送付先〕
滋賀プラス・サイクル推進協議会事務局
（滋賀県商工観光労働部観光振興局ビワイチ推進室内）
協賛担当中嶌
〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号
TEL：077-528-3746 FAX：077-528-4877 E-mail：biwaichi@pref.shiga.lg.jp

フリガナ
貴企業・団体名

フリガナ
代表者御芳名

御住所 〒

御担当者連絡先

部署名

御芳名

電話番号

F A X

E - m a i l

協賛内容

役務の内容

協賛の特典について

（希望されない場合はチェックをお願いします。）
□協賛の特典を受けることを希望しません。

※お手数ですが、御提供を予定されている役務の内容がわかる資料を添付ください。
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滋賀県外に本社がある事業者様 限定のご案内

ビワイチ観光推進事業への
企業版ふるさと納税のご案内

【寄附をお願いしたい本県の地方創生プロジェクト】

サイクルツーリズムの取組を通じて、観光振興および活力ある地域づくりを進めるとともに、
世界から選ばれるサイクルツーリズムの展開を図ります。

ビワイチ観光推進事業（健康でエコなマイクロツーリズム推進プロジェクト）

【税制措置の概要】

【留意事項】
・滋賀県外に本社が所在す
る企業が対象。
・１回あたり10万円以上の
寄附が対象。
・寄附を行うことの代償とし
て経済的な利益を受けるこ
とは禁止。

←HPはこちら

子ども向け試乗体験の実施 事業者と連携した
サイクルサポートステーションの設置

スマートフォンアプリによる周遊イベント
の実施

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジ
ェクト（事業）に対して企業が寄附をされた際に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と税額控除（寄附額の最大６割）を合わせて最大
で寄附額の約９割の税が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで圧縮されます。

本県の地方創生への寄附が企業としてのCSR活動にもつながります。

寄附額

通常の寄附

企業版ふるさと納税

損金算入

約３割

税額控除

最大６割

企業負担

約１割

軽減効果

最大約９割

①法人住民税・・・寄附額の４割を税額控除。（法人住民税法人税割額の20％が上限）
②法人税・・・法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。

ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５％が上限）
③法人事業税・・・寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）

例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減
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